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防災訓練（総合訓練）の結果の概要 

 
 
１．訓練の目的 
  本訓練は、美浜発電所原子力事業者防災業務計画および原子力防災訓練中期計画に基づき実

施するものである。 
今回の美浜発電所対策本部においては、プラント設備状態の把握や、事故対応手順の確認、

および情報共有等により、発電所対策本部活動の習熟を図ること、ならびに美浜発電所原子力

防災訓練中期計画に基づく取組みおよび平成２８年度の訓練の反省事項を踏まえた改善策の有

効性を確認することを目的とする。 
原子力施設事態即応センター（本店対策本部（若狭））においては、発電所対策本部や、本

店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、通報連絡、プレスや原子力規制庁緊

急事案対策室（以下｢ＥＲＣ｣という。）への対応が適切に行えることを確認するとともに、平

成２８年度（美浜）、平成２９年度（大飯、高浜）の訓練反省事項等を踏まえた改善策の有効

性も確認する。 
 
２．実施日時および対象施設 

（１）実施日時 
平成３０年１月１９日（金）１３：３０～１６：３０ 

（２）対象施設 
     美浜発電所 １～３号機 
 
３．実施体制、評価体制および参加人数 
  （１）実施体制 
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（２）評価体制 
   訓練参加者以外から評価者（協力会社および訓練対象外の社員）を選任し、発電所対

策本部および本店対策本部の活動における手順の検証や対応の実効性などについて評価

し、改善点の抽出を行う。 

また、訓練終了後には、訓練参加者、訓練コントローラーおよび評価者にて振り返り 

を実施し、訓練全体を通した意見交換および気付き事項を集約し、課題の抽出を行う。 

（３）参加人数：２４１名 
〈内訳〉美浜発電所：１２６名     

（プレイヤー：社員９５名、コントローラー：社員１４名、評価者：社員１７名） 

本店対策本部（若狭）：１００名  

（プレイヤー：社員８５名、コントローラー：社員９名、評価者：社外６名） 

本店対策本部（中之島）、東京支社：１５名 

       （プレイヤー：社員５名、コントローラー：社員１０名） 

 
４．防災訓練のために想定した原子力災害の概要 

全交流電源喪失、原子炉冷却機能の喪失などにより、原子力災害対策特別措置法（以下、

「原災法」という。）第１０条第１項および第１５条第１項に該当する事象に至る原子力災害

を想定する。 
【事象概要】 

時刻 １号機 ２号機 ３号機 

発災前 

・廃止措置中 

・竜巻注意情報発令中 

・使用済燃料ピットに燃料保管中 

・定格熱出力一定運転中 

・竜巻注意情報発令中 

・使用済燃料ピットに燃料保管中 

13:30 － － 
・落雷により所内単独運転 

(5%負荷)へ移行 

13:35 地震発生 

・Ａ－非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

発電機自動起動 

・Ａ－非常用ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ

発電機自動起動 

・地震発生により原子炉自動停止 

・Ａ-非常用ディーゼル発電機自動起動 

・Ｂ-非常用ディーゼル発電機起動失敗 

・Ａ-電動補助給水ポンプ自動起動 

・タービン動補助給水ポンプ自動起動 

・Ａ-海水ポンプ故障 

13:39 
・使用済燃料ピット

水位低下確認 

 
 

13:59   ・警戒事象（全交流電源喪失の恐れ）※ 

14:00 
  ・Ａ-非常用ディーゼル発電機故障停止 

 （全交流電源喪失） 

14:10 

 ・使用済燃料ピット

水のフロア溢水に

対する汚染測定・除

染措置開始 

 



 

 3

 
時刻 １号機 ２号機 ３号機 

14:15 余震発生 

  

・原子炉冷却材漏えい（大ＬＯＣＡ） 

発生 

・非常炉心冷却装置作動信号発信 

・非常炉心冷却装置作動不能 

【原災法第１０条事象（ＳＥ２１原子

炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による一部注水不能）】※ 

【原災法第１５条事象（ＧＥ２１原子

炉冷却材漏えい時における非常用炉

心冷却装置による注水不能）】※ 

14:37   ・炉心出口温度３５０℃超過 

14:40 
・使用済燃料ピット

水補給開始 

  

14:51   ・原子炉格納容器高レンジエリアモニ

タ１００Ｓｖ／ｈ超過 

  ・２号機Ａ－非常用ディーゼル発電機

を利用した号機間電源融通による電

源復旧 

15:08 
  ・モニタリングポスト２地点以上にお

いて、指示値が５μＳｖ／ｈ超過 

15:45 
  ・Ａ系－原子炉格納容器スプレイポン

プ起動 

16:15 

  ・再循環サンプ水位規定水位（６５％）

到達のため、Ａ系－原子炉格納容器

スプレイポンプ停止 

16:21   ・原子炉格納容器自然対流冷却開始 

 ※最初に発生する警戒事象、原災法第１０条、１５条に該当する事象のみを記載。 
 

５．防災訓練の項目 
  緊急時演習（総合訓練） 
 
６．防災訓練の内容 

訓練者へ訓練シナリオを知らせないシナリオ非提示型訓練（ブラインド訓練）にて実施し

た。また、プラント状況等の付与については、安全パラメータ表示システム（以下、「ＳＰＤ

Ｓ」という。）を用いて訓練モードのパラメータを使用し、訓練を実施した。 

（１）要員参集訓練（本部運営訓練） 
（２）通報連絡訓練 
（３）緊急時環境モニタリング訓練 
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（４）発電所退避誘導訓練 
（５）原子力災害医療訓練 
（６）全交流電源喪失対応訓練 

（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
（９）その他 

ａ．プレス対応訓練 
 
７．訓練結果の概要および個別評価 
（１）要員参集訓練（本部運営訓練） 

ａ．発電所対策本部 
・平日昼間における要員で、発電所対策本部を立上げ、ＳＰＳ原子力防災サイトやＳＰ

ＤＳ等のプラント情報および作成したＣＯＰ1（共用運用図） の各情報に基づく、状
況判断、対応手段の検討、指示の実施、本店対策本部（若狭）との情報共有、要員把

握・管理、負傷者情報報告について、米国で採用されているＩＣＳ2 の考え方を一部
準用した体制で実施した。 

・本店対策本部（若狭）と情報共有を行うＴＶ会議専任者の２名のうち、１名は、発電

所対策本部内で事故状況・対応方針の情報を入手する体制で実施した。 
［評価］ 
・錯綜する情報に対し、各機能班からの発電所対策本部への報告および発電所対策本部

からの指揮・命令ができており、問題はなかった。 
・ＣＯＰ（共用運用図） 等を使用した発電所対策本部内および本店対策本部（若狭）と
の情報共有、要員把握・管理、負傷者情報報告ができており、問題はなかった。 

・本店対策本部（若狭）とのＴＶ会議を使用した連携に関して、マイクシステム操作方

法の周知が十分でなかったことから、本店対策本部（若狭）からの問いかけに対し、

対応できなかったという課題が見つかった。（９．（１）ａに原因と対策） 
ｂ．本店対策本部（若狭） 
・平日昼間における要員で本店対策本部運営マニュアルに基づき、情報管理や改善した

ＣＯＰの活用による本店対策本部（若狭）内の情報共有を実施した。 
・発電所対策本部や、本店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、情報連

絡やプレスへの対応を実施した。 
・ＥＲＣへの情報提供については、平成２９年１２月の要素訓練での課題を改善したＣ

ＯＰなどを用いて説明を実施した。 
［評価］ 
・改善したＣＯＰが有効に機能したことや、発電所情報の速報を本部内に周知する役割

を持つ発電所ウォッチャーを増員し、発電所情報を迅速に本部内に周知するとともに、

速報の中から重要な情報をとりまとめ、本部長、インシデントコマンダーへ正式な情

                                                   
1インシデントコマンダー、統合指揮、すべての支援機関や組織が、効果的で一貫性のある、かつタイムリーな
意思決定を行うためのインシデントのまとめ情報。  
2 1970年代に米国カリフォルニア州で頻発した森林火災への危機対応において問題となった、1人の管理者へ
の報告の集中、通信手段の互換性の欠如、各機関間で使用される用語の相違等の問題に対応するため、指揮命令

系統の明確化、監督限界の設定、専門用語の共通化等の危機対応活動を定めた緊急時のマネジメントシステム。 
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報が届くまでに速報の情報として情報提供を実施するなどの改善が図られ、本店対策

本部内（若狭）の指揮命令系統に問題はなかった。今回の訓練ではオフサイト側の運

用の確認を重点実施項目としていなかったことから、コントローラーからの情報付与

を限定しており、オフサイト側の情報整理は確認できなかった。（９．（２）ａ．に原

因と対策） 
・改善したＣＯＰが有効に機能したことで、発電所対策本部や、本店対策本部（中之島）、

東京支社等と連携し、情報収集、情報連絡、プレス対応ができ、問題はなかった。 
・ＥＲＣへの情報提供については、各発電所のＣＯＰ様式を統一し、戦略、設備状況、

系統概要をより分かりやすくするために改善したことや、説明者の説明方法やＥＲＣ

通信設備の習熟を図るためにマニュアルを充実させることなどの対策を図ったことで、

情報が輻輳するなかでも、ＥＲＣへ情報提供を行うことができ問題はなかった。 
ＣＯＰ２戦略シートにおいて準備機器の優先度を記載していたが、目的に応じて番号

振りしていたため、１番が２箇所あるなど優先順位が分かりづらい記載となっていた。 
（９．（２）ｂ．に原因と対策） 

 
（２）通報連絡訓練 

・発電所対策本部において、事象発生から事象進展していく中で必要情報を収集し、所

定の通報票の作成および関係箇所への原災法等に基づく通報連絡・着信確認を実施し

た。 
また、初報の警戒事象発生に伴う通報時点で、通常使用する社内回線を用いた一斉通

報端末の使用不可情報を付与し、別手段として整備している衛星回線を用いた一斉通

報端末による通報発信を実施した。 
［評価］ 
・所定の通報票の作成および通報連絡、着信確認ができており、整備しているマニュア

ル、通報設備、プレイヤーの行動に問題はなかった。 
・衛星回線を用いた通報においても、立上げ、通報連絡、着信確認ができており、問題

はなかった。 
 

（３）緊急時環境モニタリング訓練 

・地震発生に伴う原災法事象への進展を踏まえ、モニタリングカーによる環境測定を実

施した。（実動対応） 
また、各測定点における測定結果は、構内線量図を示すＣＯＰを用いて発電所対策本

部内の要員へ適切に共有するとともに、現場活動を行う要員の線量管理（線量計を配

付し管理する仕組み）（実動）を実施した。 
   ［評価］ 

   ・モニタリングカーによる適切な測定の実施および測定結果についてはＣＯＰを用い

た、発電所対策本部内の要員への共有ができており、問題はなかった。 
   ・現場活動を行う要員に対し線量計を配布して実施する線量管理ができており、問題は

なかった。 
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（４）発電所退避誘導訓練 
・地震発生に伴い、発電所対策本部からの退避指示を受けた緊急事態応急対策等の活動

に従事しない者について、周辺防護区域からの出域および退避場所への誘導（実動） 
を実施した。 
［評価］ 
・発電所対策本部の指示を受けた誘導員の誘導による、周辺防護区域からの出域および

退避場所への退避ができており、整備しているマニュアル、プレイヤーの行動に問題

はなかった。 
 

（５）原子力災害医療訓練 
・汚染を伴う負傷者発生を想定し、定められた手順および適切な運搬ルートに従い、搬

送先（病院）等の通報(模擬)、負傷者の搬出（汚染除去、応急処置）を実施した。 

[評価] 

・負傷者の発生に対する処置ができており、整備しているマニュアル、対応設備、プレ

イヤーの行動に問題はなかった。 

 

（６）全交流電源喪失対応訓練（シビアアクシデント対応訓練を含む） 
・３号機において、全交流電源喪失時における電源を確保するための、予備変圧器２次

側ケーブルを使用した号機間電源融通について、現場の実動訓練（操作は模擬）を実

施した。 
［評価］ 

・号機間電源融通に関する、操作手順および１．２号機中央制御室との連携ができてお

り、問題はなかった。 

 

（７）アクシデントマネジメント対応訓練 
・事象の進展に基づき、炉心損傷を含むシビアアクシデントを想定したアクシデントマ

ネジメント策の検討（使用可能な設備・機能の把握、対策の有効性および実施可否の

確認、判断）を実施した。 
［評価］ 

・適切にアクシデントマネジメント策の検討ができており、整備している手順書、プレ

イヤーの行動に問題はなかった。 
 

（８）原子力緊急事態支援組織対応訓練 
・美浜原子力緊急事態支援センターが保有する無線操作ロボットについて、発電所構内

へ受け入れるとともに、受け入れた無線操作ロボットの遠隔操作訓練を実施した。 

［評価］ 

・美浜原子力緊急事態支援センターに対し、資機材の出動要請を適切に行うことがで

き問題はなかった。 

・発電所において、発電所要員と美浜原子力緊急事態支援センターの要員とが共同作

業により連携でき問題はなかった。 
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（９）その他 

ａ．プレス対応訓練 

・模擬記者会見（原子力事業本部にて実施）、ホームページを利用した情報発信準備等

を実施した。模擬記者会見においては、資料の準備、プラント状況の説明、およびそ

の後の質疑対応を実施した。 

［評価］ 
・改善したＣＯＰをプレス資料として用いることで、効率的な説明が可能となり、情報

が輻輳するなかでも、混乱することなく情報提供を行うことができ問題はなかった。 
 

８．訓練の総合評価および前回の訓練課題の改善結果 

（１）訓練の総合的な評価 

ａ．発電所対策本部 
    ・発電所対策本部において、複数号機で原子力災害等が同時発生した場合でも平日昼間帯 

の要員で対策本部の立上げ、プラント設備状態の把握、情報の収集と共有、関係箇所へ

の原災法に基づく通報連絡、事故収束のための対応手段の検討および実施等について、

試行した体制およびＣＯＰの活用のもと適切に実施することができたことから問題はな

かったと評価する。 

・発電所の緊急時における発電所対策本部の活動のスキルアップを図ることができたとと

もに、後述の8.(2)に示す平成２８年度訓練で抽出された反省事項を踏まえた改善の有

効性についても確認できたことから、問題はなかったと評価する。 

・要員参集訓練（本部運営訓練）において、本店対策本部（若狭）とのＴＶ会議を使用し

た連携に関し、運用、情報共有方法の改善点があることを確認できた。 

   
  ｂ．本店対策本部（若狭） 

 ・発電所ウォッチャーを増員し、発電所情報（オンサイト）の重要な情報を整理するスタ

ッフを配置して、リアルタイムで収集、周知し、情報の取りまとめや管理を行うことで、

本部長、インシデントコマンダーに提供することが可能となり、情報が輻輳するなかで

も、混乱することなく本部運営ができたと評価する。 
・ＥＲＣへの情報提供ツールであるＣＯＰの改善やＥＲＣへの説明者マニュアルの内容充

実などの改善策を実施したことにより、プラント事象についてＥＲＣへの情報提供がで

きたと評価する。 
・発電所対策本部や、本店対策本部（中之島）、東京支社等と連携し、情報収集、通報連

絡、プレスやＥＲＣへの対応が適切に行えることを確認するとともに、後述の 8.(2)に

示す平成２８年度（美浜）、平成２９年度（大飯、高浜）の訓練反省事項等を踏まえた

改善策の有効性について確認できたことから、問題なかったと評価する。 

 
ｃ．総合的な評価 
・今回の訓練は情報が輻輳した状況を想定した訓練であったが、国、他原子力事業者等の

緊急時の関係機関等と広く連携し、本部運営、通報連絡、発電所事故制圧、本店による

発電所支援（他電力への応援要請（原電、機構）、原子力緊急事態支援組織の要請、受入

支援など）について当社の緊急時対応を確認することができ、改善点も抽出できたと評
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価する。 
 

（２）前回の訓練課題の改善点の確認 

  ａ．美浜発電所 
前回の訓練における今後の改善点 今回の訓練への反映状況および今後の対応 

発電所対策本部では、ＣＯＰ等の活用

によってプラントの全体状況を迅速に共

有することができたが、指揮者のもとに

現場で対応を行っている要員の活動場所

や人数等の詳細な情報がない状況下で各

機能班に指示を出したため、現場では対

応が困難な場面もあった。このため、今

後は、指揮者と各機能班の間での情報連

携を改善し、より実効性のある体制を構

築する。 

（原因） 

指揮者と各機能班が、現場で対応を行ってい

る要員の活動状況（人数、場所、内容）、待機要

員数について、共有するための手段が整備され

ていなかった。 

（対策） 

各機能班が、現場で対応を行っている要員の

活動状況（人数、場所、内容）をＳＰＳ原子力防

災サイトに入力し、指揮者と情報の共有化が実

施できるよう改善を図った。また、各機能班の待

機要員数についてもＳＰＳ原子力防災サイトに

入力することで、指揮者が更なる対応を指示す

る場合に、適切な指示を行えるように改善を図

った。 

（結果） 

指揮者と各機能班の間での情報共有ができ、

対策の有効性が確認できた。 

 
  ｂ．本店対策本部（若狭） 

前回（H29.9 大飯、高浜）訓練におけ
る今後の改善点 

今回の訓練への反映状況および今後の対応 

課題：今回は発電所ウォッチャーによる

情報共有においては情報を整理す

る役割までは付与していなかった

ため、本部長とインシデントコマ

ンダーが複数の発電所の対策本部

の部屋を行き来した際に整理され

た資料がなかった。 
原因：初めての複数サイトでの対応とい

うこともあり細かい運用ルールま

で定めていなかった。  
対策：発電所ウォッチャーに情報を整理

する役割を付与するとともに、整

理するための手段およびサポート

体制を検討する。 

（原因） 
初めての複数サイトでの対応ということもあ

り細かい運用ルールまで定めていなかった。 
（対策） 
発電所ウォッチャーを増員し、発電所情報（オ

ンサイト）の重要な情報を整理するスタッフを

配置して、リアルタイムで情報を収集、周知し、

情報の取りまとめや管理を行う運用とした。 
（結果） 
本部長、インシデントコマンダーに整理され

た情報を提供することができ、訓練終了後の講

評にて本部長、インシデントコマンダーよりプ

ラント情報については把握できた旨のコメント

がでたことから、対策の有効性が確認できた。 
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課題：電子ホワイトボードによる情報共

有は１ユニット分の回線しかなか

ったため、複数ユニットの共有に

は切り替え時間が発生していた。 
原因：情報共有の回線が１ユニット分の

回線となっている。 
対策：電子ホワイトボードについて、迅

速な情報共有に有効であることが

確認できたことから、２ユニット

分に情報量を拡大するなど検討す

る。 

今回の訓練では対応なし。 
（平成３０年度中を目途に回線の増強などの整

備を行い、電子ホワイトボードを用いた情報共

有の運用について検討を行う。） 
 

課題：ＣＯＰの様式が発電所毎に異なる

点やＥＲＣへの説明時に口頭説明

時に資料を要求される場面があっ

たり、ＥＲＣ通信設備（書画装

置）の操作時に文字が見えにくい

など、ＥＲＣへ説明が伝わりにく

い場面があった。 
原因：対外説明するための情報共有ツー

ル、対応者マニュアルの記載が不

足している。 
対策：情報共有ツール（ＣＯＰ）につい

て、各発電所の様式を統一し、戦

略、設備状況、系統概要をより分

かりやすくするために改善するこ

とや説明者の説明方法やＥＲＣ通

信設備の習熟を図るためにマニュ

アルを充実させることなどを検討

する。 

（原因） 
対外説明するための情報共有ツール、対応者

マニュアルの記載が不足している。 
（対策） 
新たなシナリオにおいて、戦略シートに先読

みした対策、原子炉容器破損時間、下部キャビ

ティ水位などの情報を追加するなど更なる改善

をした情報共有ツール（ＣＯＰ）を用いて説明

したことや説明のポイントの記載を追加するな

ど更なる改善をしたマニュアルを用いたことに

より、ＥＲＣとの情報共有が改善でき、対策の

有効性が確認できた。 
（結果） 
ＣＯＰ様式の記載項目の並びの統一や、戦略

シートの優先度に関する記載の明確化など、今

後、訓練を通して引き続き様式等の改善を進め

ていく。  

 
９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

今回の訓練において、新たに抽出された課題と改善点は以下のとおり。 
（１）美浜発電所  

a．本店対策本部（若狭）との連携の改善［７．（１）要員参集訓練（本部運営訓練）での 
改善］ 
課題：本店対策本部（若狭）とのＴＶ会議を使用した連携に関し、マイクシステムの

切り替えができなかったため、本店対策本部（若狭）からの問いかけに対応で

きなかった場面があったことから、運用、情報共有方法の改善が必要である。 
原因：マイクシステムの操作者に対し、操作手順および相手確認など操作上の注意事

項に関する記載がないマニュアルで説明を実施したため、操作に対する事前周

知が不十分であった。 
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対策：マイクシステムの操作手順および相手確認等の注意事項に関する記載を追記し

た操作マニュアルに見直しを行い、操作者に対し周知するとともに、他の使用

者でも注意事項を理解して操作できるよう、当該マニュアルをマイクシステム

に常時備え付ける。また、システムが故障した場合も考慮し衛星電話等による

連携も含めた運用、情報共有方法の改善を図る。 

  （２）本店対策本部（若狭） 
ａ．本部長、インシデントコマンダーへの一元的な情報の伝達、管理［７．（１）要員参集

訓練（本部運営訓練）での改善］ 
課題：オンサイト側の情報整理を行い有効性が確認できたが、コントローラーからの

情報付与を限定しており、オフサイト側の情報整理が確認できなかった。 
原因：オフサイト側の運用の確認を重点実施項目としていなかった。 
対策：今後の訓練の計画の中でオフサイト側の運用の確認も含めた訓練を計画し、オ

ンサイトおよびオフサイト情報と多様な情報を確実に提供、管理するために専

用スタッフの体制、運用について更なる改善を図る。 
   ｂ．ＣＯＰ様式の改善［７．（１）要員参集訓練（本部運営訓練）での改善］ 

課題：ＣＯＰ２戦略シートにおいて、優先順位を記載していたが、複数の事故収束戦

略の分類を分けずに優先順位を記載していたため、優先順位１番の記載が２箇

所あるなど順位が分かりづらいシートとなっていた。 
原因：複数の事故収束戦略の分類を分けずに優先順位を記載することで、目的ごとに

優先順位が判別できる記載としていた。 
対策：事故収束戦略の分類を分けて記載するなど、優先順位がわかりやすい記載方法 
   を検討する。 

以 上 



別紙２ 

1 

防災訓練（要素訓練）の結果の概要 

 

１．訓練の目的 

  本訓練は、発電所において原子力災害が発生した場合に、あらかじめ定められた機能を有効

に発揮できるように実施する訓練であり、手順書の適応性や必要な人員・資機材確認等の検証

を行うとともに、反復訓練によって手順の習熟および改善を図るものである。 

 

２．実施日および対象施設 

（１）実施日 

平成２９年３月１日（水）～平成３０年１月１９日（金） 

(訓練ごとの実施日については、「添付資料」のとおり。) 

（２）対象施設 

美浜発電所 

 

３．実施体制、評価体制および参加人数 

（１）実施体制 

訓練ごとに実施責任者を設け、実施担当者が訓練を行う。 

詳細は、「添付資料」のとおり。 

（２）評価体制 

定められた手順どおりに訓練が実施されたかを実施責任者が評価する。また、訓練を通

じて要改善事項がなかったかを確認する。 

（３）参加人数 

「添付資料」のとおり。 

 

４．原子力災害想定の概要 

（１）緊急時環境モニタリング訓練 

原災法第１０条第１項該当事象の発生に伴う緊急時を想定し、発電所敷地内および敷地

境界付近において、代替モニタ等による空間放射線量率の測定、環境試料の採取および測

定を行う状態を想定 

（２）全交流電源喪失対応訓練 

全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失の状態を

想定 

 

５．防災訓練の項目 

要素訓練 
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６．防災訓練の内容 

（１）緊急時環境モニタリング訓練 

（２）全交流電源喪失対応訓練 

 

７．訓練結果の概要（「添付資料」参照） 

（１）緊急時環境モニタリング訓練 

・可搬式モニタリングポストによるモニタリングポストの代替措置訓練やモニタリングカ

ーによる測定訓練を実施。 

（２）全交流電源喪失対応訓練 

・全交流電源喪失、緊急時の除熱機能喪失および使用済燃料ピット除熱機能喪失を踏まえ

た緊急安全対策の個別対応操作について、実動訓練を実施。 

・シビアアクシデント対策に係る訓練として、原子炉への海水注入手順および中央制御室

の環境維持のための操作、主要計器が確認出来ない場合の可搬型計器の接続や使用方法

ならびにホイールローダー等による模擬がれき等の除去に係る実動訓練を実施。 

・訓練にあたり、本設機器へ直接影響が生じる手順は模擬とし、現場での操作確認または

机上での手順確認を実施。 

 

８．訓練の評価 

各要素訓練について定められた手順どおりに訓練が実施されていることを確認できた。 

訓練毎の評価結果は、「添付資料」のとおり。 

 

９．今後の原子力災害対策に向けた改善点 

各要素訓練で抽出された改善点および今後に向けた改善点は、「添付資料」のとおり。 

 

以 上 

 

〈添付資料〉 

要素訓練の概要 



 
要素訓練の概要 

 

 

１．緊急時環境モニタリング訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で計 21回実施）、参加人数：27名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

緊急時環境モニタリング訓練 
 

①放射線管理課長 

②放射線管理課長が指名した者 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更なる習熟

を図る。 

可搬式モニタリングポストによるモニ

タリングポストの代替措置訓練等を実

施 

 

 

２．全交流電源喪失対応訓練（訓練実施日：適宜反復訓練を実施（当該期間内で計 168回実施）、参加人数：281名） 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

緊急時の電源確保に係る訓練  

 

①電気保修課長 

②電気保修課長が指名した者 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更なる習熟

を図る。 
空冷式非常用発電装置による電源確保

手順の実動訓練を実施 

緊急時の除熱機能の確保に係る訓練 
 

(1)①タービン保修課長、所長室課長（総

務）、発電室長 

②タービン保修課長、所長室課長（総

務）または発電室長が指名した者 

 

(2)①タービン保修課長 

②タービン保修課長が指名した者 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更なる習熟

を図る。 

(1)消防ポンプおよび仮設中圧ポンプ等

による蒸気発生器への給水手順の実

動訓練を実施 

 

 

(2)ディーゼル駆動式大容量ポンプによ

る余熱除去系統への冷却海水供給手

順の実動訓練を実施 

  

添付資料 



 
要素訓練の概要 

 

概要 
実施体制 

（①実施責任者、②実施担当者） 
評価結果 当該期間中の改善点 

今後の原子力災害対策 

に向けた改善点 

使用済燃料ピットの除熱機能確保に係

る訓練  

 

①原子燃料課長、所長室課長（総務） 

②原子燃料課長または所長室課長（総務）

が指名した者 

良 

海水の取水源となる取水箇所(約

1.5m程度の昇降が必要)へ昇降する

手段の改善、安全帯掛け等の転落防

止対策および作業性の向上として、

取水箇所へ昇降可能な可搬式の手

摺付き作業台を備え付けた。 

特になし 

今後に向けて更なる習熟

を図る。 消防ポンプ等による使用済燃料ピット

への給水手順の実動訓練を実施 

シビアアクシデント対策に係る訓練 
 

 

(1)①所長室課長（総務）、原子炉保修課

長、発電室長 

②所長室課長（総務）、原子炉保修課

長または発電室長が指名した者 

 

(2)①原子炉保修課長 

②原子炉保修課長が指名した者 

 

(3)①計装保修課長 

②計装保修課長が指名した者 

 

(4)①所長室課長（総務） 

②所長室課長（総務）が指名した者 

良 特になし 

特になし 

今後に向けて更なる習熟

を図る。 

(1)可搬式エンジン駆動ポンプや消防車

による原子炉への海水注入手順の実

動訓練を実施 

 

 

(2)全交流電源喪失時の中央制御室非常

用循環ファンの運転による環境維持

のための手順の実動訓練を実施 

(3)主要計器が確認出来ない場合の可搬

型計器使用方法、接続および測定のた

めの手順の実動訓練を実施 

(4)ホイールローダー等による模擬がれ

き等を用いた実動訓練を実施 

 

 
 


